
比企の川づくり協議会　規約

 

平成１３年２月２４日　承認

平成１４年２月２３日　改定

平成１５年４月１９日　改定

 

第１条（名　称）

本会の名称は、「比企の川づくり協議会」とする。

第２条（目　的）

本会は、比企流域を対象として、流域の住民、河川管理者、流域市町村などとのパートナーシッ

プを構築し、相互の活動状況や現地の実情の正しい理解を通じて、比企地域の自然と文化に根ざ

した、持続可能な地域社会の形成に資する川づくりの実現に向けた活動をすることを目的とす

る。

第３条（活動エリア）

本会の主な活動エリアは、比企郡（滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山

町）、東松山市、東秩父村とする。

第４条（組　織）

本会は、運営委員会、事務局を置く。

第５条（運　営）

本会の運営は、総会により決議し、運営委員会により行う。

第６条（活動方針）

河川は、地域共有の公共財産であることから、本会の運営にあたっては、広く地域住民に開かれ

た活動を行う。

第７条（活動内容）

１．  比企流域の市民（団体）と河川管理者、流域市町村、関係者（事業者、利水関係者等）、学

識者等とのパートナーシップの構築を図るため、関係者との連携の下、「流域懇談会」を開

催する。

２．  会計報告、事業報告、事業計画案の協議及び比企流域市民間の相互理解の増進と合意形成

に向けた話し合いの場を開催する。

３．  河川管理者等との意見交換会を行なう。

４．  上記を運営するため、「運営委員会」を開催する。

５．  その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第８条（会費）

年会費を１，０００円とし、会費納入を持って会員とする。会員には、見学会、懇談会、市民の集

い等の開催案内を通知する。なお、4 月 1 日から 3 月 31 日までを１年度とする。

 

以上

 


